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（注）発達につまづきのある子どもについて、現在のところ、適切な表現が見つからない

ので、本稿では、心身の障害の内容や程度にかかわらず、「障害児」という表現を用

いた。 

 

 

 

 

 



１．はじめに 

 障害児者の現状を見ると、学校教育を終えた後、仕事を持って自立している人は非常に

少なく、多くの人は在宅で通所施設や作業所に通っている。その人たちの生活の基盤は家

庭であるが、家族関係はどうであろうか。家族の一員としてあたり前の生活が送れている

だろうか。 

 本人の精神状態、周りの人たちとの関係のあり方、家族との交わりなどを見てみると、

必ずしもそうなっているとは言えない状況がある。それは、同じ家族でも、兄弟同士のト

ラブルが絶えなかったり、互いに無関係に生活していたりする場合が多い。また、本人が

強いこだわり、情緒不安、対人恐怖などの問題を持っていると、家族も積極的なかかわり

を避けるので、家族の中でさえ孤立していたり、近所や周りの人からもなかなか理解され

ず偏見を持って見られ、閉鎖的な生活を送っている場合もある（１）。 

 どの親も、この人たちの小さい時期、「子どものために」、「みんなと一緒に」と、保育所、

幼稚園、学校に通わせてきた。それぞれの時期にかかわった保育者、教師、専門家もそれ

なりにできるだけのことをしてきたに違いない。しかし、それにもかかわらず、学校教育

を終えて、周りの人や家族との人間関係が難しくなっているという現実をどう考えればよ

いのだろうか。「もともと重度だった」とか、「だから障害者なんだ」と言ってよいのであ

ろうか。成人になった障害者を持つ親たちは、共通して「こんなはずではなかった」、「小

さい時には言葉も出ていたし、こんなこともできた」と言う。小さい時に軽い障害だと思

っていた人が、言葉を話さない、人を避ける、強いこだわりを持つ、自傷行為があるなど

非常に生活が難しい重い障害者になっている場合が多いことは、周知の事実である。なぜ

そうなるのだろうか。 

 こうした状況を見ると、これまでの乳幼児期から成人に至るまでの過程で、何か欠けて

いるもの、不十分なものがあると考えざるをえない。 

 私たちの今までの取り組みから、次のような要因が関係していると思われる。それは、

第１に、発達の基盤である人との信頼関係の形成が不十分であること、第２に、自分の意

思や気持ちをうまく伝えられない本人を、周りが理解する関係が作られていないこと、第

３に、子どもを家族から離して治療、教育が行なわれ、家族を支えるための援助が欠如し

ていることである。しかも、それらが小さい頃から一貫して提供できていないことに大き

な問題があると思われる。 

 しかし、近年、就学前の幼児については、従来の考え方は少しずつ見直されつつある。

即ち、障害を持つ子どものみを療育の対象とするのでなく、育児をする母親に対して働き

かける母子通園が普及してきた。統計（２）によれば、昭和５４年度には、精神薄弱児通園施

設のわずか３％が園全体で母子通園を採用していたに過ぎないが、１２年後の平成２年で

は、７７.６％が何らかの形で母子通園を取り入れている。目的としては、「母親に対する

指導援助の一環として」、「園と家庭の一貫した療育による効果」、「親同士の交流」、「母子

分離不安の除去」、「良好な母子関係の育成」などが挙げられている。内容は、「療育場面に

参加」、「訓練、指導方法等の学習会を持つ」、「カウンセリングの時間を持つ」など、様々

の試みがなされている。 

 こうしたことに見られるように、母子通園は増えてきているが、単なる母子に対する援



助だけで、はたして障害児を抱える家族の援助になるのだろうか。否、私たちはそれだけ

では不十分だと考える。 

 

 当園は、社会福祉法人水仙福祉会が運営している精神薄弱児通園施設であるが、昭和５

３年の開所当初から、独自の母子療育を実施してきた。同時に、地域療育事業の一環とし

て、卒園した学童児のアフターケアを行ない、障害児が大きくなっていく過程で本人や家

族が直面する問題について相談、援助してきた。これらの実践を通して、母親のみならず

家族に対する働きかけが、障害児の成長にとって非常に大きな意義のあることがわかって

きた。したがって、障害児の療育は、「障害児を持つ家庭を支援する」という、より広い視

点に立って考えてみるべきだと思われる。 

 本稿では、障害児を持つ家族の抱える問題を明らかにしながら、当園で行なってきた援

助、及びその成果について、事例を含めて報告することを通して、障害児の理解や家族援

助のあり方について検討したい。 


